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　瑞浪市窯業技術研究所の使用料・手数料を、利用の実態及び周辺類似施設との

均衡を考慮して見直しをするもの。

　実態として利用が無い、利用が非常に少ないか又は市内の事業者の利用が少ない試験等の

手数料は廃止する。また、金額についても、土岐市、多治見市、県の類似施設との均衡を考慮

した金額とする。

３．改正等のスケジュール

１２月２５日 窯業技術研究所運営委員会

４月１日 施行（予定）

１．設備機器使用料の見直し

資料１－１、資料１－２

２．依頼試験・試作手数料の見直し

資料２－１、資料２－２

１月１５日

平成30年12月25日

第２回窯業技術研究所運営委員会

　実態として利用が無い又は非常に少ない機器等についての使用料は廃止する。

庁議

３月 議会上程

窯業技術研究所の使用料・手数料の見直しについて　（概要）


